
 - 1 -

Ⅰ 健全化判断比率の概要 

 

１ 実質赤字比率 

実質赤字額のある団体は，前年度と同様なかった。 

（単位：％）

市町村名 21年度 20年度 早期健全化基準 財政再生基準

鹿児島市 - - 11.25 20.00

鹿屋市 - - 12.11 20.00

枕崎市 - - 14.20 20.00

阿久根市 - - 14.27 20.00

出水市 - - 12.72 20.00

指宿市 - - 13.03 20.00

西之表市 - - 14.54 20.00

垂水市 - - 14.72 20.00

薩摩川内市 - - 11.80 20.00

日置市 - - 12.81 20.00

曽於市 - - 12.94 20.00

霧島市 - - 11.68 20.00

いちき串木野市 - - 13.53 20.00

南さつま市 - - 12.86 20.00

志布志市 - - 13.15 20.00

奄美市 - - 12.64 20.00

南九州市 - - 12.92 20.00

伊佐市 - - 13.38 20.00

姶良市 - - 12.74 20.00

三島村 - - 15.00 20.00

十島村 - - 15.00 20.00

さつま町 - - 13.50 20.00

長島町 - - 14.72 20.00

湧水町 - - 15.00 20.00

大崎町 - - 15.00 20.00

東串良町 - - 15.00 20.00

錦江町 - - 15.00 20.00

南大隅町 - - 15.00 20.00

肝付町 - - 14.28 20.00

中種子町 - - 15.00 20.00

南種子町 - - 15.00 20.00

屋久島町 - - 14.43 20.00

大和村 - - 15.00 20.00

宇検村 - - 15.00 20.00

瀬戸内町 - - 14.83 20.00

龍郷町 - - 15.00 20.00

喜界町 - - 15.00 20.00

徳之島町 - - 15.00 20.00

天城町 - - 15.00 20.00

伊仙町 - - 15.00 20.00

和泊町 - - 15.00 20.00

知名町 - - 15.00 20.00

与論町 - - 15.00 20.00  
※ 実質赤字額がない場合は，「－」と表記 
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２ 連結実質赤字比率 

連結実質赤字額のある団体は，４３団体のうち１団体で，前年度より１団体減少した。 

（単位：％）

市町村名 21年度 20年度 増　減 早期健全化基準 財政再生基準

鹿児島市 - - - 16.25 40.00

鹿屋市 - - - 17.11 40.00

枕崎市 - - - 19.20 40.00

阿久根市 - - - 19.27 40.00

出水市 - - - 17.72 40.00

指宿市 - - - 18.03 40.00

西之表市 - - - 19.54 40.00

垂水市 - - - 19.72 40.00

薩摩川内市 - - - 16.80 40.00

日置市 - - - 17.81 40.00

曽於市 - - - 17.94 40.00

霧島市 - - - 16.68 40.00

いちき串木野市 - - - 18.53 40.00

南さつま市 - - - 17.86 40.00

志布志市 - - - 18.15 40.00

奄美市 - - - 17.64 40.00

南九州市 - - - 17.92 40.00

伊佐市 - - - 18.38 40.00

姶良市 - - - 17.74 40.00

三島村 - - - 20.00 40.00

十島村 - - - 20.00 40.00

さつま町 - - - 18.50 40.00

長島町 - - - 19.72 40.00

湧水町 - - - 20.00 40.00

大崎町 - - - 20.00 40.00

東串良町 - - - 20.00 40.00

錦江町 - - - 20.00 40.00

南大隅町 - - - 20.00 40.00

肝付町 - - - 19.28 40.00

中種子町 - - - 20.00 40.00

南種子町 - - - 20.00 40.00

屋久島町 - - - 19.43 40.00

大和村 - - - 20.00 40.00

宇検村 - - - 20.00 40.00

瀬戸内町 7.21 14.24 ▲ 7.03 19.83 40.00

龍郷町 - - - 20.00 40.00

喜界町 - - - 20.00 40.00

徳之島町 - - - 20.00 40.00

天城町 - - - 20.00 40.00

伊仙町 - 0.47 ▲0.47 20.00 40.00

和泊町 - - - 20.00 40.00

知名町 - - - 20.00 40.00

与論町 - - - 20.00 40.00  
※ 連結実質赤字額がない場合は，「－」と表記 
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３ 実質公債費比率 

  実質公債費比率の県内市町村の平均値は１４．５％で，前年度と比べ１．２ポイント減少した。 

  早期健全化基準以上の団体はなく，最も高い団体は１９．６％，最も低い団体は６．４％であっ

た。 

  地方債発行に許可を要する１８％以上の団体は，２０年度の１０団体から２団体減少し，８団体

となった。 

（単位：％）

21年度 20年度 増　減 早期健全化基準 財政再生基準

7.2 8.0 ▲ 0.8 25.0 35.0

12.2 12.1 0.1 25.0 35.0

18.5 18.5 0.0 25.0 35.0

13.6 15.0 ▲ 1.4 25.0 35.0

15.4 17.1 ▲ 1.7 25.0 35.0

15.7 15.5 0.2 25.0 35.0

17.6 19.3 ▲ 1.7 25.0 35.0

15.0 15.8 ▲ 0.8 25.0 35.0

11.0 12.4 ▲ 1.4 25.0 35.0

14.4 15.3 ▲ 0.9 25.0 35.0

13.7 14.8 ▲ 1.1 25.0 35.0

13.9 14.0 ▲ 0.1 25.0 35.0

15.2 16.4 ▲ 1.2 25.0 35.0

15.6 16.0 ▲ 0.4 25.0 35.0

10.3 10.4 ▲ 0.1 25.0 35.0

15.7 17.4 ▲ 1.7 25.0 35.0

11.1 11.9 ▲ 0.8 25.0 35.0

15.7 17.0 ▲ 1.3 25.0 35.0

13.5 13.7 ▲ 0.2 25.0 35.0

11.9 18.1 ▲ 6.2 25.0 35.0

6.4 16.6 ▲ 10.2 25.0 35.0

18.0 18.5 ▲ 0.5 25.0 35.0

13.4 15.7 ▲ 2.3 25.0 35.0

15.8 16.6 ▲ 0.8 25.0 35.0

10.3 10.4 ▲ 0.1 25.0 35.0

10.2 11.3 ▲ 1.1 25.0 35.0

15.0 15.7 ▲ 0.7 25.0 35.0

18.9 21.5 ▲ 2.6 25.0 35.0

14.7 15.2 ▲ 0.5 25.0 35.0

15.5 17.9 ▲ 2.4 25.0 35.0

10.5 11.6 ▲ 1.1 25.0 35.0

19.6 17.7 1.9 25.0 35.0

18.6 20.6 ▲ 2.0 25.0 35.0

19.2 21.0 ▲ 1.8 25.0 35.0

18.4 19.5 ▲ 1.1 25.0 35.0

13.7 14.6 ▲ 0.9 25.0 35.0

12.0 11.7 0.3 25.0 35.0

17.2 18.6 ▲ 1.4 25.0 35.0

16.5 17.8 ▲ 1.3 25.0 35.0

14.6 15.4 ▲ 0.8 25.0 35.0

15.5 16.5 ▲ 1.0 25.0 35.0

18.6 20.6 ▲ 2.0 25.0 35.0

15.0 16.0 ▲ 1.0 25.0 35.0

14.5 15.7 ▲ 1.2 - -県計(単純平均)

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

龍郷町

喜界町

徳之島町

天城町

屋久島町

大和村

宇検村

瀬戸内町

南大隅町

肝付町

中種子町

南種子町

湧水町

大崎町

東串良町

錦江町

三島村

十島村

さつま町

長島町

奄美市

南九州市

伊佐市

姶良市

霧島市

いちき串木野市

南さつま市

志布志市

垂水市

薩摩川内市

日置市

曽於市

阿久根市

出水市

指宿市

西之表市

市町村名

鹿児島市

鹿屋市

枕崎市

＊

＊

＊＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

 
 ※ 「＊」は，１８％以上の団体 
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４ 将来負担比率 

  将来負担比率の県内市町村の平均値は９６．７％で，前年度と比べ９．７ポイント減少した。 

  早期健全化基準以上の団体はなく，最も高い団体は１９２．９％，最も低い団体は３３．９％で

あった。 

  なお，三島村と十島村は，一般会計が将来的に負担すべき実質的な負債(将来負担額)に対し，負

債の償還に充てることのできる基金等が多いことから将来負担比率が発生していない。  

21年度 20年度 増　減 早期健全化基準

42.9 42.6 0.3 350.0

76.2 87.7 ▲ 11.5 350.0

192.9 207.0 ▲ 14.1 350.0

59.3 92.6 ▲ 33.3 350.0

87.2 82.8 4.4 350.0

113.2 130.4 ▲ 17.2 350.0

144.3 172.6 ▲ 28.3 350.0

124.9 150.4 ▲ 25.5 350.0

74.6 80.2 ▲ 5.6 350.0

72.3 84.2 ▲ 11.9 350.0

51.9 73.5 ▲ 21.6 350.0

105.7 118.3 ▲ 12.6 350.0

111.6 121.4 ▲ 9.8 350.0

111.0 129.8 ▲ 18.8 350.0

99.5 111.1 ▲ 11.6 350.0

119.2 131.9 ▲ 12.7 350.0

55.4 58.3 ▲ 2.9 350.0

79.2 102.2 ▲ 23.0 350.0

104.7 111.4 ▲ 6.7 350.0

- - - 350.0

- - - 350.0

95.1 111.3 ▲ 16.2 350.0

60.1 86.0 ▲ 25.9 350.0

74.4 93.8 ▲ 19.4 350.0

90.1 88.9 1.2 350.0

63.6 70.1 ▲ 6.5 350.0

33.9 73.8 ▲ 39.9 350.0

55.9 72.9 ▲ 17.0 350.0

74.6 83.8 ▲ 9.2 350.0

49.2 75.6 ▲ 26.4 350.0

38.5 56.8 ▲ 18.3 350.0

178.6 182.6 ▲ 4.0 350.0

90.5 118.9 ▲ 28.4 350.0

95.1 109.6 ▲ 14.5 350.0

133.6 162.4 ▲ 28.8 350.0

71.2 86.7 ▲ 15.5 350.0

91.3 103.9 ▲ 12.6 350.0

125.6 129.9 ▲ 4.3 350.0

125.1 186.2 ▲ 61.1 350.0

171.1 163.8 7.3 350.0

147.2 148.2 ▲ 1.0 350.0

163.9 184.3 ▲ 20.4 350.0

108.8 107.6 1.2 350.0

92.2 106.4 ▲ 14.2 -県計(単純平均)

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

龍郷町

喜界町

徳之島町

天城町

屋久島町

大和村

宇検村

瀬戸内町

南大隅町

肝付町

中種子町

南種子町

湧水町

大崎町

東串良町

錦江町

三島村

十島村

さつま町

長島町

奄美市

南九州市

伊佐市

姶良市

霧島市

いちき串木野市

南さつま市

志布志市

垂水市

薩摩川内市

日置市

曽於市

阿久根市

出水市

指宿市

西之表市

市町村名

鹿児島市

鹿屋市

枕崎市
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Ⅱ 資金不足比率の概要 

  資金不足額のある公営企業会計は，１６６会計のうち１０会計で，前年度に比べ２会計増加した。 

  経営健全化基準である２０％以上の会計は，前年度に比べ２会計増加し６会計となった。 

  資金不足比率が経営健全化基準（資金不足比率が２０％）以上の事業を有する市町村は，経営健

全化計画を議会の議決を経て策定する必要があり，瀬戸内町の農業集落排水事業会計については，

本年度中に同計画を策定する必要がある。 

  なお，奄美市の簡易水道事業会計は，特別会計を３月末で廃止したため，同計画の策定の必要な

し。また，屋久島町及び瀬戸内町のそれぞれ交通事業会計と簡易水道事業会計の計４会計は，平成

２１年度からの継続であり，同計画を策定済み。 

 

 

（単位：％）

市町村名 公営企業会計名 21年度 20年度 増　減 経営健全化基準

鹿児島市 交通事業特別会計 12.2 16.3 ▲ 4.1 20.0

奄美市 簡易水道事業特別会計 46.3 － 46.3 20.0

三島村 船舶交通事業 2.7 19.5 ▲ 16.8 20.0

船舶交通特別会計 8.6 13.2 ▲ 4.6 20.0

簡易水道特別会計 0.3 0.0 0.3 20.0

船舶事業特別会計 54.6 177.2 ▲ 122.6 20.0

簡易水道事業特別会計 28.5 51.4 ▲ 22.9 20.0

船舶交通事業特別会計 23.4 82.9 ▲ 59.5 20.0

簡易水道事業特別会計 86.2 140.8 ▲ 54.6 20.0

農業集落排水事業特別会計 43.9 － 81.0 20.0

十島村

屋久島町

瀬戸内町

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

 
※ 「＊」は，２０％以上の団体 
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【参考資料】

１ 実 質 赤 字 比 率

一般会計等を対象とした実質赤字の標 準財政規模に対する比率であり，早期健全化基準２

５％以上の団体は財政健全化計画の策定が義務づけられ，さらに，財政再生基準３５％以上

の団体は財政再生計画の策定が義務づけられ，その財政再生計画を総務大臣に協議し，同意

を得ていなければ，災害復旧事業等を除き地方債発行が制限される。

一般会計等の実質赤字額
実 質 赤 字 比 率（％）＝

標準財政規模

・一般会計等の実質赤字額：一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計におけ

る実質赤字の額

・実質赤字の額：繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）

２ 連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率であり，

早期健全化基準２５％以上の団体は財政健全化計画の策定が義務づけられ，さらに，財政再

生基準３５％以上の団体は財政再生計画の策定が義務づけられ，その財政再生計画を総務大

臣に協議し，同意を得ていなければ，災害復旧事業等を除き地方債発行が制限される。

連結実質赤字額
連結実質赤字比率（％）＝

標準財政規模

・連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額

イ 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計

のうち，実質赤字額を生じた会計の実質赤字の合計額

ロ 公営企業の特別会計のうち，資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

ハ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち，実質黒字を生じた会計の実質黒字

の合計額

ニ 公営企業の特別会計のうち，資金の剰余額を生じた会計の剰余額の合計額

３ 実質公債費比率

公債費にかかる財政状況を測る指標であり，平成１８年度から地方債の発行について，許

可制度から協議制度に移行した際，従来用いられてきた「起債制限比率」を厳格化・透明化

の観点から見直し，新たに導入されたもの。

早期健全化基準２５％以上の団体は財政健全化計画の策定が義務づけられる。さらに，財

政再生基準３５％以上の団体は財政再生計画の策定が義務づけられ，その財政再生計画を総

務大臣に協議し，同意を得ていなければ，災害復旧事業等を除き地方債発行が制限される。

なお，この指標が１８％以上の団体は，地方 債協議制度の中にあっても「許可団体」とさ

れ，公債費負担適正化計画の策定が義務づけられるとともに，これを前提に地方債発行が許

可される。
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（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額）
実質公債費比率(％)＝

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額）
（３か年平均）

・準元利償還金：イからホまでの合計額

イ 満期一括償還地方債について，償還期間を３０年とする元金均等年賦償還とした

場合における１年当たりの元金償還相当額

ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち，公営企業債の償還

の財源に充てたと認められるもの

ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち，組合等が起こした

地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

ニ 債務負担行為に基づく支出予定額のうち公債費に準ずるもの

ホ 一時借入金の利子

４ 将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり，早期健全

化基準３５０％以上の団体は財政健全化計画の策定を義務づけられる。

将来負担額 － （充当可能基金＋特定財源見込額＋

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）
将 来 負 担 比 率(％)＝

標準財政規模 － （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要

額算入見込額）

・将来負担額額：イからチまでの合計額

イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るもの）

ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見

込額

ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち，一般会計等の負担

見込額

ヘ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額，その者のために債務を負担して

いる場合の当該債務の額のうち，当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会

計等の負担見込額

ト 連結実質赤字額

チ 組合等の連結実質赤字額のうち一般会計等の負担見込額

・充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第２４１

条の基金
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５ 資金不足比率

公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率であり，経営健全化基準２０％以

上の団体は経営健全化計画の策定を義務づけられる。

資金の不足額
資 金 不 足 比 率(％) ＝

事業の規模

・資金の不足額：

資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に充てる

ために起こした地方債の現在高 － 流動資産）－ 解消可能資金不足額

資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額 ＋ 支払繰延額・事業繰越額 ＋ 建設改

良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高）－ 解消可能資金不

足額

※解消可能資金不足額：事業の性質上，事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が

生じる等の事情がある場合において，資金の不足額から控除する一定の額

・事業の規模：

事業の規模（法適用企業）＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額

事業の規模（法非適用企業）＝ 営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相当

する収入の額


